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証拠（乙１０、乙１３）によれば、対応米国特許の審査過程において、出願人が、意見

書及び補正書（乙１０）において「オキサリプラチンの溶液製剤に緩衝剤を加えることに

より、より安定したオキサリプラチンの溶液製剤（当該製剤は上述の不純物をまったく生

成することがないか、丙らの水溶液性剤中に見出されるよりも著しく少量の不純物を生成

する）が得られることを見出したのである」と述べていること、対応ブラジル特許の審査

過程においても、出願人が、「シュウ酸を緩衝剤として加えれば、不純物が発生しない」と

述べていることが認められるから、対応米国特許及び対応ブラジル特許の出願人は、これ

らの特許発明について、シュウ酸を緩衝剤として添加することで、不純物を減少させ、よ

り安定した製剤を得る発明であると認識していたものと認められる。確かに、対応米国特

許及び対応ブラジル特許は本件特許とは異なる国における別個の出願であるから、それぞ

れの国の手続において成立する特許発明の範囲に差異がでることは否定できないものの、

本件特許と同じ国際出願を基礎とするものである以上、その技術思想は基本的には共通す

ると考えられるところ、本件発明における「緩衝剤」としての「シュウ酸」が添加したも

のに限られず、解離シュウ酸をも含むものと解すると、上記対応米国特許及び対応ブラジ

ル特許の技術思想とは整合しなくなり不合理である。 


